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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持柱に取り付けられるケースと、このケース内に収納されたコイルばねと、一端がこの
コイルばねの上端に当接する受け皿に連結され、他端部がケース内より下方に延出しかつ
その部位に略く字状のフック部を有する真棒と、この真棒のフック部に対応してケースの
下面に支軸を介して取り付けられ、かつ上記フック部に形成した溝に挿入された二股状の
掛け金具と、この掛け金具により抜け止めされた状態で上記真棒のフック部に係合するリ
ング部を有するケーブル保持金具とを備え、ケーブル保持金具により保持された架空ケー
ブルから所定値以上の吊り下げ荷重が作用した時上記コイルばねの圧縮により掛け金具が
真棒のフック部の溝から外れてケーブル保持金具のリング部が真棒のフック部から抜け落
ちるように構成された架空ケーブル保持装置において、
上記溝は、真棒の中心線を越えて幅広に形成されていて、装置の復旧時にはケースの下面
から掛け金具を取り外し、抜け落ちたケーブル保持金具のリング部を真棒のフック部に通
し、このケーブル保持金具を真棒の中心線に対し溝と離反する側に傾けた状態で保持し、
掛け金具を溝に斜めに挿入しつつケースの下面に取り付け得るようになっており、
上記ケースは円筒状の部材からなることを特徴とする架空ケーブル保持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信用などの架空ケーブルを電柱などの支持柱で保持するための架空ケーブル
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保持装置に関し、特に、倒木などにより架空ケーブルに大きな荷重が作用した時架空ケー
ブルの破断及び支持柱の倒壊などを防止するためにその保持状態を解除して架空ケーブル
を自動的に離脱させるようにしたものに係わる。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の架空ケーブル保持装置として、例えば図１１に示すように、支持柱に取り
付けられるケースａと、このケースａ内に収納されたコイルばねｂと、一端がこのコイル
ばねｂの上端に当接する受け皿ｃに連結され、他端部がケースａ内より下方に延出しかつ
その部位に略く字状のフック部ｄ１を有する真棒ｄと、この真棒ｄのフック部ｄ１に対応
してケースａの下面に支軸ｅを介して取り付けられ、かつ上記フック部ｄ１に形成した溝
ｆに挿入された二股状の掛け金具ｇと、この掛け金具ｇにより抜け止めされた状態で上記
真棒ｄのフック部ｄ１に係合するリング部ｈ１を有するケーブル保持金具ｈとを備え、ケ
ーブル保持金具ｈにより保持された架空ケーブルから所定値以上の吊り下げ荷重が作用し
た時上記コイルばねｂの圧縮により掛け金具ｇが真棒ｄのフック部ｄ１の溝ｆから外れて
ケーブル保持金具ｈのリング部ｈ１が真棒ｄのフック部ｄ１から抜け落ちるように構成さ
れたものは知られている。この場合、ケースａの支持柱への取り付け中心点（ボルトｉの
軸心）、真棒ｄの中心線及びケーブル保持金具ｈの中心線は略一直線Ｌ上に位置するよう
に設定されており、また上記溝ｆの横幅は、図１２に詳示するように、掛け金具ｇの厚み
と略同一に設定されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来のものでは、架空ケーブルと一緒に離脱したケーブル保持金具ｈを元
通り真棒ｄのフック部ｄ１に係合させて復旧する場合、ケースａを分解して接合ボルトｊ
を取り外し、フック部ｄ１を下方へ降ろした後、ケーブル保持金具ｈのリング部ｈ１を真
棒ｄのフック部ｄ１に通すととともに、掛け金具ｇを溝ｆに入れてフック部ｄ１を持ち上
げ、この状態で接合ボルトｊを取り付け、ケースａを組み立てなければならず、復旧作業
が面倒であるという問題があった。また、ケースａは、分解する必要がある関係上、ケー
ス本体ａ１と側面を構成するカバーａ２とを用いて構成しなければならず、部品点数が増
加してコストが高くつくなどの問題もある。
【０００４】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その課題とするところは、特に、真棒ｄ
のフック部ｄ１の溝ｆに着目し、この溝ｆを利用して、ケースの分解を要することなくケ
ーブル保持金具ｄを元通り真棒ｄのフック部ｄに抜け止め状態に係合させるようにし、復
旧作業の容易化及び部品点数の減少化を図り得る架空ケーブル保持装置を提供せんとする
ものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため、本発明は、架空ケーブル保持装置として、支持柱に取り付け
られるケースと、このケース内に収納されたコイルばねと、一端がこのコイルばねの上端
に当接する受け皿に連結され、他端部がケース内より下方に延出しかつその部位に略く字
状のフック部を有する真棒と、この真棒のフック部に対応してケースの下面に支軸を介し
て取り付けられ、かつ上記フック部に形成した溝に挿入された二股状の掛け金具と、この
掛け金具により抜け止めされた状態で上記真棒のフック部に係合するリング部を有するケ
ーブル保持金具とを備え、ケーブル保持金具により保持された架空ケーブルから所定値以
上の吊り下げ荷重が作用した時上記コイルばねの圧縮により掛け金具が真棒のフック部の
溝から外れてケーブル保持金具のリング部が真棒のフック部から抜け落ちるように構成さ
れていることを前提とする。そして、上記溝を、真棒の中心線を越えて幅広に形成して、
装置の復旧時にはケースの下面から掛け金具を取り外し、抜け落ちたケーブル保持金具の
リング部を真棒のフック部に通し、このケーブル保持金具を真棒の中心線に対し溝と離反
する側に傾けた状態で保持し、掛け金具を溝に斜めに挿入しつつケースの下面に取り付け
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得るようにし、また、上記ケースを円筒状の部材によって構成する。
【０００６】
この構成では、真棒のフック部の溝が真棒の中心線を超えて幅広に形成されているため、
装置の復旧時には、ケースの下面から掛け金具を取り外し、離脱したケーブル保持金具の
リング部を真棒のフック部に通し、このケーブル保持金具を真棒の中心線に対し溝と離反
する側に傾けた状態で保持し、掛け金具を溝に斜めに挿入しつつケースの下面に取り付け
ることができ、従来の如くケースを分解して接合ボルトを取り外すなどの複雑な復旧作業
を必要としない。また、復旧時にケースの分解を必要としないことから、ケースを円筒状
の部材により構成して、その分部品点数を少なくすることができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１は本発明の一実施形態に係る架空ケーブル保持装置Ａを示し、１は電柱などの支持柱
の支持アーム（図示せず）に取り付けられるケースであって、このケース１は、図２ない
し図４にも示すような円筒状の部材からなるケース本体２と、このケース本体２の上端を
塞ぐ上板３とをボルト４で締結して構成されている。ケース本体２は、正方形状の上端フ
ランジ部２ａと、円形状の底部２ｂとを有しており、上端フランジ部２ａの４隅部にはそ
れぞれボルト挿通孔５が設けられ、この各ボルト挿通孔５にて上板３とボルト締結されて
いる。また、ケース本体２の底部２ｂには、その中心に貫通孔６が設けられているととも
に、この貫通孔６から所定寸法を離れた位置に一対の軸受け部７，７が下方に突出して設
けられている。上板３には支持柱に取り付けるための取り付け部８が設けられている。
【０００８】
上記ケース１内にはコイルばね１０及びその上端に当接する受け皿１１が収納されており
、コイルばね１０は、ケース１（詳しくはケース本体２）の底部２ｂと受け皿１１との間
で圧縮可能に配置されている。上記受け皿１１には真棒１２の一端がコイルばね１０側よ
り貫通してボルト１４と螺合して連結されており、この真棒１２の他端部は、ケース１の
底部２ｂの貫通孔６を通してケース１内より下方に延出されているとともに、その延出部
位に略く字状に湾曲したフック部１２ａが形成されている。このフック部１２ａには、図
５に詳示するように、左右両側面にそれぞれ中心線Ｌ１方向（上下方向）に延びる溝１３
，１３が形成されており、この各溝１３は、フック部１２ｂの先端近傍から真棒１２の中
心線Ｌ１を超えて幅広に形成されている。
【０００９】
上記真棒１２のフック部１２ａに対応して、ケース１の底部２ｂの軸受け部７には支軸１
５を介して掛け金具１６が取り付けられている。この掛け金具１６は、図６に詳示するよ
うに、略Ｌ字状に折れ曲がった掛け金具本体１６ａの短い方の一辺にボス部１６ｂを固着
してなり、ボス部１６ｂは、ケース底部２ｂの一対の軸受け部７，７間に位置する状態で
支軸１５が貫通して支持されている。また、掛け金具本体１６ａの長い方の一辺は、先端
側から細長いスリット溝１７を有する二股状に形成されており、このスリット溝１７に真
棒１２のフック部１２ａの左右の溝１３，１３で挟まれた狭小部分に挿入した状態(換言
すれば掛け金具本体１６ａをフック部１２ａの溝１３に挿入した状態)で掛け金具１６が
支持されている。
【００１０】
さらに、上記真棒１２のフック部１２ａには架空ケーブル２０（図９参照）を保持するケ
ーブル保持金具２１の一端が掛け金具１６により抜け止めされた状態で係合されている。
このケーブル保持金具２１は、図７及び図８にも示すような複数の部材２２，２３，２４
を支軸２５，２６で鎖状に連結してなり、一方の端の部材２２にはリング部２２ａが形成
され、このリング部２２ａが真棒１２のフック部１２ａに係合されている。
【００１１】
次に、上記架空ケーブル保持装置Ａの作動を、図９及び図１０を参照しながら説明する。
今、図９（ａ）に示すように、架空ケーブル保持装置Ａによって架空ケーブル２０を吊り
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下げ状態で保持している。この場合、ケース１の取り付け部８の中心点、真棒１２の中心
線及びケーブル保持金具２１の中心線は略一直線Ｌ（図１参照）上に位置している。尚、
図９及び図１０中、３０は架空ケーブル２０と結束されたメッセンジャーワイヤであって
、架空ケーブル２０を保持装置Ａで保持するときには、本実施形態の場合、架空ケーブル
２０の代わりに、このメッセンジャーワイヤ３０をケーブル保持金具２１で保持するよう
になっている。
【００１２】
このような状態から架空ケーブル２０から架空ケーブル保持装置Ａに対し架空ケーブル２
０の自重以外に所定値以下の荷重が作用する平常時には、図９（ｂ）に示すように、コイ
ルばね１０が圧縮されて真棒１２のフック部１２ａ及びケーブル保持金具２１が下降して
も掛け金具１６は真棒１２のフック部１２ａの溝１３に挿入されたままであり、ケーブル
保持金具２１のリング部２２ａが真棒１２のフック部１２ａから抜け落ちることはない。
【００１３】
一方、架空ケーブル２０に倒木が倒れ掛かったときなどのように架空ケーブル２０から架
空ケーブル保持装置Ａに対し所定値以上の吊り下げ荷重が作用した時には、図９（ｃ）に
示すように、コイルばね１０の圧縮により掛け金具１６が真棒１２のフック部１２ａの溝
１３から外れてケーブル保持金具２１のリング部２２ａが真棒１２のフック部１２ａから
抜け落ち、架空ケーブル２０がケーブル保持金具２１と一緒に離脱する。これにより、架
空ケーブル２０の破断及び支持柱の倒壊などを防止することができる。
【００１４】
また、架空ケーブル２０と一緒に離脱したケーブル保持金具２１を元通り真棒１２のフッ
ク部１２ａに係合させて復旧する場合には、先ず、図１０（ａ）に示すように真棒１２の
フック部１２ａの溝１３から外れた状態の掛け金具１６を、ケース１の底部２ｂの軸受け
部７から取り外す。次に、図１０（ｂ）に示すように、架空ケーブル２０を保持するケー
ブル保持金具２１のリング部２２ａを真棒１２のフック部１２ａに通し、このケーブル保
持金具２１を真棒１２の中心線に対しケース底部２ｂの軸受け部７及び溝１３と離反する
側に傾けた状態で保持する。この時、真棒１２のフック部１２ａの溝１３は、真棒１２の
中心線を超えて幅広に形成されているため、ケーブル保持金具２１のリング部２２ａを傾
けた箇所まで溝１３が広がって露出する。
【００１５】
続いて、上記ケーブル保持金具２１を傾けた状態に保持したまま掛け金具１６をケース底
部２ｂの軸受け部７側から真棒２３のフック部１２ａの溝１３に斜めに挿入しつつ掛け金
具１６のボス部１６ｂをケース底部２ｂの軸受け部７に支軸１５を介して装着する（図１
０（ｃ）に示す状態）。しかる後、ケーブル保持金具２１を真棒１２の中心線上の位置に
まで戻すとケーブル保持金具２１のリング部２２ａは掛け金具１６により抜け止めされた
状態で真棒１２のフック部１２ａに係合し、元通りに復旧することになる。
【００１６】
このように、本実施形態の架空ケーブル保持装置Ａによれば、復旧時に従来の如くケース
１を分解して真棒１２側のボルト１４を取り外すなどの複雑な作業を必要としないので、
復旧作業を容易にかつ迅速に行うことができ、作業性を高めることができる。しかも、復
旧時にケース１の分解が不要であることから、ケース１を円筒状の部材であるケース本体
２と上板３とで構成することができ、従来の如くケース本体ａ１と２枚のカバーａ２とで
構成する場合（図１１参照）に比べて部品点数を少なくすることができ、コストの低廉化
及び部品管理の容易化などに寄与することができる。
【００１７】
尚、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の実施形態を包含する
ものである。例えば、上記実施形態では、掛け金具１６としては、略Ｌ字状に折れ曲がっ
た掛け金具本体１６の一辺にボス部１６ｂを固着してなる構成としたが、本発明は、図１
１に示す従来例の場合における掛け金具ｇの如く単一の部材でかつ二股状に形成されたも
のを用いてもよい。
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また、上記実施形態では、真棒１２のフック部１２ａの左右両側面にそれぞれ溝１３を形
成したが、本発明は、真棒１２のフック部１２の左右側面のいずれか一方にのみ溝を形成
してもよい。
【００１９】
【発明の効果】
以上のように、本発明の架空ケーブル保持装置によれば、真棒のフック部の溝を真棒の中
心線を越えて幅広に形成するだけの簡単な構成によって、ケースを分解することなく、ケ
ーブル保持金具のリング部を真棒のフック部に係合させることができるので、復旧作業の
容易化を図ることができるとともに、ケースの構成部品を少なくしてコストの低廉化など
に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る架空ケーブル保持装置の一部を切開した側面図である。
【図２】上記架空ケーブル保持装置の一構成部材であるケース本体の側面図である。
【図３】同平面図である。
【図４】同底面図である。
【図５】同じく真棒を示し，（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図６】同じく掛け金具を示し，（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【図７】同じくケーブル保持金具の一部材の正面図である。
【図８】同じくケーブル保持金具の他の部材の正面図である。
【図９】上記架空ケーブル保持装置による作動を説明するための説明図である。
【図１０】同じく説明図である。
【図１１】従来例を示す図１相当図である。
【図１２】同じく図５相当図である。
【符号の説明】
Ａ　　架空ケーブル保持装置
１　　ケース
１ａ　ケース本体（円筒状の部材）
１０　　コイルばね
１１　　受け皿
１２　　真棒
１２ａ　フック部
１３　　溝
１６　　掛け金具
２１　　ケーブル保持金具
２２ａ　リング部
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